
平成２６年度  守口市水道事業会計予算 

 

（総    則） 

第１条 平成２６年度守口市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数        ６９，９２５戸 

 （２）年 間 総 給 水 量    １７，２１９，０００㎥ 

  （３）１ 日 平 均 給 水 量        ４７，１７５㎥ 

  （４）主要な建設改良事業  配 水 管 整 備 事 業     工 事 費  ５９４，０００千円  配水管更新工事等 

               浄 水 施 設 整 備 事 業     工 事 費   ５１，２４０千円  無停電電源装置更新工事 

               配 水 管 改 良 事 業     工 事 費   １７，０００千円  配水管移設工事等 

               浄 水 施 設 改 良 事 業     工 事 費   ４３，８５０千円  浄水施設維持・改良工事 

                

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１款  水道事業収益                                           ２，９３９，６７８千円 

第１項   営 業 収 益                     ２，８１１，８７４千円 

第２項   営 業 外 収 益                                           １２７，７９４千円 

           第３項   特 別 利 益                                                     １０千円 

－１－ 

 



－２－  

支         出 

第１款   水道事業費用                         ３，０３３，０７４千円 

第１項      営 業 費 用                   ２，４１５，８０４千円 

第２項      営 業 外 費 用                     ５３３，６７１千円 

第３項      特 別 損 失                        ８２，５９９千円 

第４項      予 備 費                      １，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９４１，４９７千円は、過年

度分損益勘定留保資金１４４，７４８千円、当年度分損益勘定留保資金７４１，９１３千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額５４，８３６千円で補てんするものとする。）。   

収         入 

第１款   資本的収入                             ７０７，９２５千円 

第１項      企 業 債                      ６２６，２００千円 

第２項      他 会 計 出 資 金                      ５６，８４０千円 

第３項   固定資産売却代金                             ３０千円

第４項   他 会 計 負 担 金                         ２０，４８０千円 

第５項      工 事 負 担 金                      ４，３７５千円 

支         出 

第１款   資本的支出                           １，６４９，４２２千円 

第１項      建 設 改 良 費                    ８２２，８０２千円 

第２項      企 業 債 償 還 金                    ８０４，８８９千円 

第３項   固 定 負 債 償 還 金                     ２１，７３１千円 

 



（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

財 務 会 計 シ ス テ ム 機 器 等 借 上 事 業 平成３１年度まで ７，６５９千円  

 

 

 

 

（企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 
起債の 

方 法 
利率

償  還  の  方  法 

資金区分 償還期限 左のうち据置期間 償還方法 そ の 他 

配水管整備事業  576,000 千円 

普 通 貸 借

(証書借入) 

又 は

証 券 発 行

年 

7.0％

以 内

政 府

 

地 方 公 共

団 体

金 融 機 構

 

そ の 他

30 年 

以内 
5 年以内 

年 賦 又 は

半 年 賦

元 利 均 等

元金均等

左記の条件の範囲内において借

入先に融通条件がある場合その条

件に従うことができる。 

ただし、財政の都合により償還期 

限及び据置期間を短縮し、若しくは 

繰上償還又は低利に借換えること

ができる。 

 なお、起債前借又は翌年度に繰越

して借入れることができる。 

浄水施設整備事業  50,200 千円 

合 計 626,200 千円

－３－ 

 



－４－ 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営 業 費 用、営 業 外 費 用 及び 特 別 損 失 

（２）建 設 改 良 費、企業債償還金 及び 固定負債償還金 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費 

 の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費           ６２５，７６７千円 

 （２）交 際 費                         １００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 水源開発及び児童手当に要する経費に対する補助のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、５，２７１千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、４４，９３８千円と定める。 

 

 

平成２６年２月２４日提出 

                                       守口市長  西 端  勝 樹 


